
～保険料水準の統一に向けて
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国民健康保険事業の概要について

厚生労働省、滋賀県資料から一部引用

資料２

令和７年８月21日更新



（１）増大する医療費
・ 国民医療費 約48兆円

高齢化により一人当たり医療費は今後も高まる

2

（２）国民健康保険の現状
・ 職 業 無職が４割以上
・ 年齢構成 前期高齢者が約半数を占める
・ 被保者数 毎年減少し、小規模保険者の増加

１ 現状と経緯 （兆円）
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① 国民健康保険を取り巻く環境
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出典元：（厚労省）令和４年度 国民医療費の概況

約3.7倍

出典元：（厚労省）令和７年３月１1日全国国民健康保険主管課（部）長会議資料



市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合
後期高齢者
医療制度

保険者数
（令和５年３月末）

１，７１６ １ １，３８８ ８５ ４７

加入者数
（令和５年３月末）

2,413万人 3,944万人 2,820万人 982万人 1,913万人

主な加入者
自営業
無職

中小企業の社員 大企業の社員 公務員 ７５歳以上の者

平均年齢
（令和４年９月末）

54.2歳 38.9歳 35.9歳 33.1歳 82.8歳

一人当たり医療費
（令和４年度）

40.6万円 20.4万円 18.4万円 18.5万円 95.6万円

一人当たり平均所得

（令和４年度）
96万円 175万円 245万円 246万円 93万円

一人当たり保険料
（令和４年度）

＜事業主負担込＞

9.1万円
12.5万

＜25.1万円＞
13.9万円

＜30.4万円＞
14.4万円

＜28.7万円＞
7.9万円

出典 ： 厚生労働省全国高齢者医
療・国民健康保険主管課（部）長及
び後期高齢者医療広域連合事務局
長会議資料より

国保は年齢構成が高く、医療費水準が高いほか、所得水準が低く、保険料負担が重いという課題がある

■ 医療保険者の概要(全国)
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国民健康保険の構造的な課題

〇 年齢構成が高く、医療費水準が高い

〇 財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の増加

〇 所得水準が低く、保険料負担が重い
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年齢構成が高い 医療費水準が高い
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出典元：「淡海ヒューマンネット（R７.3月診療分）」 出典元：（厚労省）「医療給付実態調査（令和４年度）」

小規模保険者の増加

国保被保険者数（年度平均）の推移(滋賀県)
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出典：「事業状況報告書（事業年報、事業月報）、
「淡海ヒューマンネット（R7.3月診療分）」 」

（千人）

364千円

195千円

177千円

(R７.3末)

230千人
（Ｒ７．３末）

２49千人

後期高齢者医療
制度への移行等に
より大きく減小

２９6千人

２76千人

被用者保険より
より約２倍高い
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① 国民健康保険を取り巻く環境



出典：淡海ヒューマンネット （R７年４月診療分）

被保険者の年齢別構成割合
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【概説】

・ 本市国民健康保険の被保険者は約6.3千人であり、概ね市民の５人に１人（約17.2％（対前年度比▲0.5％））
・ 65歳以上の高齢者の割合が大きく、県平均（４６．１％）を約5.6％上回っている（約51.7％）
・ 国保被保険者は、近年は減少傾向で推移している （多くの方が75歳到達により後期高齢者医療制度へ移行）

出典：国民健康保険事業年報（一般被保険者数）

5

本市における国民健康保険被保険者の状況

単位：人

① 国民健康保険を取り巻く環境

前期高齢者（65歳～74歳）が約５割を占める
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出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）

本市国保被保険者の年齢構成の推移

【概説】

・令和６年度は、対前年度比で被保険者数は約3.6％（240人）の減少となり、令和５年度に引き続き、後期高齢者
医療制度への移行、社保加入等による国保喪失件数が増加し、急速に被保険者数の減少が進んだ。
・令和４年度から令和６年度にかけての団塊世代の75歳到達、社会保険の適用拡大の影響により国保加入者の減
少が急速に進んでおり、今後も減少が進む見込み。 6

① 国民健康保険を取り巻く環境
本市国民健康保険被保険者の状況
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被保険者の年齢別構成割合本市における国保の被保険者数

【概説】

・被保険者の高齢化が年々進んでおり、被保険者の半数程度（51.63％）が前期高齢者（65歳以上）となってい
る。特に70～74歳の被保険者数が多いが、団塊世代（昭和22年～24年生まれ）の後期高齢者医療制度への移行
が進み、若干、国保における高齢化率が低下した。 7

本市国民健康保険被保険者の状況

(人)

出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）

① 国民健康保険を取り巻く環境

51.71%51.51%

▲0.08%

52.02%51.83%50.5%50.27%42.68%

14.44%
11.52% 10.60% 10.45% 10.12% 10.55% 10.34% 10.11%

21.04%

24.43% 22.96% 21.61% 21.13% 21.35% 21.48% 21.50%

21.64% 25.84% 27.54% 30.22% 30.89% 30.16% 30.23% 30.13%

70～74歳

65～69歳

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

10～14歳

5～9歳

0～4歳

51.63%令和5年度 令和6年度 R6-R5

0～4歳 75 59 -16 

5～9歳 127 122 -5 

10～14歳 174 156 -18 

15～19歳 162 167 5 

20～24歳 131 134 3 

25～29歳 162 152 -10 

30～34歳 172 166 -6 

35～39歳 241 249 8 

40～44歳 282 276 -6 

45～49歳 293 279 -14 

50～54歳 329 327 -2 

55～59歳 349 338 -11 

60～64歳 680 641 -39 

65～69歳 1,413 1,363 -50 

70～74歳 1,989 1,910 -79 

合計 6,579 6,339 -240 

対前年度比 -4.78% -3.65%

加入率 21.39% 20.93%

74歳まで人口 30,761 30,283 -469 



【取得】
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本市国民健康保険における資格の取得、喪失の状況

【喪失】

① 国民健康保険を取り巻く環境
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一人当たり医療費の推移国保の医療費総額

【概説】

・ 本県の国保の医療費総額は約1,000億円で推移している。

・ 一方、一人当たり医療費は４０万円を超え、高齢化や医療の高度化を背景に増加傾向となっている。
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① 国民健康保険を取り巻く環境
国民健康保険における医療費の状況（滋賀県）



【国保の医療費総額】

10

国民健康保険における医療費の状況（滋賀県）

【一人当たり費用額】

単位：万円

単位：円 ＋10,065円

出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）

① 国民健康保険を取り巻く環境
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【国保の医療費総額】
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本市国民健康保険における医療費の状況

【一人当たり医療費】

【概説】令和６年度は団塊世代の後期高齢者医療制度への移行等による被保険者数の減少等により、総額は約

１億円減少し、約27億円となったが、一人当たり医療費は約41.７万円、対前年度比約１％増となった。

＋4,318円

▲10,042万円単位：万円

単位：円

① 国民健康保険を取り巻く環境 出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）
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本市国民健康保険における年齢階層ごとの保険給付費の割合

① 国民健康保険を取り巻く環境

【一人当たりの年齢階層別の保険給付費】

出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）
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元年度比＋約41千円、令和
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５年度比▲約10千円）

《参考》全世代（0～74
歳）の一人当たり保険給
付費320,780円



滋賀県における国民健康保険の医療費の状況

（件）

件
数

受
診
率

（％）

（円）
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① 国民健康保険を取り巻く環境 出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）
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3月診療 4月診療 5月診療 6月診療 7月診療 8月診療 9月診療 10月診療 11月診療 12月診療 1月診療 2月診療

一人当たり費用額の月別推移（県全体）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

110.00

120.00
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270,000

290,000

310,000

330,000

350,000

370,000

390,000

410,000

3月診療 4月診療 5月診療 6月診療 7月診療 8月診療 9月診療 10月診療 11月診療 12月診療 1月診療 2月診療

受診件数、受診率の月別推移（県全体）

令和元年度 令和02年度 令和03年度 令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度
令和元年度 令和02年度 令和03年度 令和04年度 令和05年度 令和06年度 令和07年度



（件）

件
数

受
診
率

（％）

（円）

本市における国民健康保険の医療費の状況

14

① 国民健康保険を取り巻く環境 出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム）
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3月診療 4月診療 5月診療 6月診療 7月診療 8月診療 9月診療 10月診療 11月診療 12月診療 1月診療 2月診療

一人当たり費用額の月別推移（米原市）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

110.00

120.00
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150.00
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8,000

8,500
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3月診療 4月診療 5月診療 6月診療 7月診療 8月診療 9月診療 10月診療 11月診療 12月診療 1月診療 2月診療

受診件数、受診率の月別推移（米原市）

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度



令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1人あたり
費用額

1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率

悪性新生物 45,606 44,847 ▲1.66% 45,688 1.88% 46,194 1.11% 49,089 6.27% 48,323 ▲1.56%

糖尿病 11,763 11,538 ▲1.91% 12,160 5.39% 11,886 ▲2.25% 12,076 1.60% 11,694 ▲3.16%

精神疾患 19,352 19,302 ▲0.26% 19,295 ▲0.04% 19,861 2.94% 21,411 7.80% 21,808 1.85%

高血圧性疾患 15,479 14,797 ▲4.41% 15,386 3.98% 15,035 ▲2.28% 14,570 ▲3.09% 12,689 ▲12.91%

虚血性心疾患 8,333 7,394 ▲11.27% 7,656 3.54% 6,827 ▲10.82% 8,105 18.72% 8,336 2.85%

脳血管疾患 11,935 12,116 1.52% 12,451 2.77% 12,135 ▲2.54% 13,486 11.13% 14,407 6.83%

消化器系 3,265 2,751 ▲15.77% 3,002 9.13% 2,898 ▲3.46% 2,897 ▲0.02% 3,131 8.06%

筋骨格系の疾患 22,432 21,553 ▲3.92% 22,236 3.17% 22,963 3.27% 24,596 7.11% 25,356 3.09%

その他の疾患 146,643 138,946 ▲5.25% 152,211 9.55% 158,994 4.46% 163,927 3.10% 169,563 3.44%

総合計 284,832 273,270 ▲4.06% 290,075 6.15% 296,820 2.33% 310,150 4.49% 315,331 1.67%

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

1人あたり
費用額

1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率
1人あたり
費用額

伸び率

悪性新生物 51,808 47,818 ▲7.70% 52,912 10.65% 49,382 ▲6.67% 57,486 16.41% 58,534 1.82%

糖尿病 11,790 12,160 3.14% 11,590 ▲4.69% 12,202 5.28% 11,063 ▲9.34% 10,089 ▲8.80%

精神疾患 20,834 20,928 0.45% 19,937 ▲4.73% 20,436 2.50% 23,978 17.33% 24,647 2.79%

高血圧性疾患 19,360 18,438 ▲4.76% 18,025 ▲2.24% 17,335 ▲3.83% 17,486 0.87% 16,044 ▲8.25%

虚血性心疾患 8,543 8,686 1.67% 8,236 ▲5.18% 7,308 ▲11.27% 9,197 25.84% 11,204 21.82%

脳血管疾患 12,355 12,948 4.80% 11,046 ▲14.69% 13,390 21.22% 9,687 ▲27.65% 13,612 40.51%

消化器系 3,064 2,789 ▲8.99% 2,730 ▲2.13% 2,818 3.25% 4,479 58.91% 3,209 ▲28.35%

筋骨格系の疾患 21,714 23,704 9.16% 22,763 ▲3.97% 23,813 4.61% 23,835 0.09% 18,885 ▲20.77%

その他の疾患 126,642 124,126 ▲1.99% 145,286 17.05% 140,932 ▲3.00% 136,637 ▲3.05% 144,232 5.56%

総合計 276,093 271,612 ▲1.62% 292,534 7.70% 287,674 ▲1.66% 293,956 2.18% 300,526 2.24%

年度別の一人当たり医療費の状況

県全体

米原市

■疾病分類別では、悪性新生物、精神疾患、高血圧性疾患、虚血性心疾患等に係る一人当たり費用額が県全体よりも高くなっている。

出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム） 15

単位：円、％

単位：円、％



本市における直近診療分における医療費等の状況

単位：件、円、日

■本市における１人当たり医療費を入院・入院外別に見ると、入院外は前年同月比で104.6％となっている（入院は概ね令和５年度並）。

※%：令和５年度（3～2月診療分）との比較
出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム） 16

令和６年度（3～2月診療分）
医科・入院分

被保険者
数（人）

件数 日数 費用額 受診率
１件当たり
日数

１日当たり
費用額

１件当たり
費用額

１人当たり
費用額

悪性新生物
6,465 233 1,958 154,398,250 3.604 8.40 78,855 662,653 23,882

95.4% 100.9% 82.9% 81.6% 105.7% 82.2% 98.4% 80.9% 85.5%

糖尿病
6,465 28 500 10,231,020 0.433 17.86 20,462 365,394 1,583

95.4% 87.5% 90.9% 91.2% 91.7% 103.9% 100.4% 104.3% 95.6%

精神疾患
6,465 255 6,876 119,972,960 3.944 26.96 17,448 470,482 18,557

95.4% 105.4% 102.8% 104.3% 110.4% 97.5% 101.4% 98.9% 109.3%

高血圧性疾患
6,465 0 0 0 0.000 0

95.4% - - - - - - - -

虚血性心疾患
6,465 48 260 54,815,790 0.742 5.42 210,830 1,141,996 8,479

95.4% 100.0% 90.0% 110.6% 104.8% 90.0% 123.0% 110.6% 115.9%

脳血管疾患
6,465 79 1,760 75,788,800 1.222 22.28 43,062 959,352 11,723

95.4% 133.9% 173.6% 143.8% 140.3% 129.6% 82.8% 107.4% 150.7%

消化器系
6,465 6 77 3,544,290 0.093 12.83 46,030 590,715 548

95.4% 46.2% 45.0% 26.5% 48.4% 97.6% 59.0% 57.5% 27.8%

筋骨格系の疾
患

6,465 58 783 54,241,500 0.897 13.50 69,274 935,198 8,390

95.4% 67.4% 63.0% 64.0% 70.7% 93.4% 101.5% 94.8% 67.0%

その他の疾患
6,465 749 8,424 476,016,750 11.585 11.25 56,507 635,536 73,630

95.4% 102.6% 102.2% 99.7% 107.5% 99.6% 97.6% 97.2% 104.5%

総計
6,465 1,456 20,638 949,009,360 22.521 14.17 45,984 651,792 146,792

95.4% 100.9% 100.1% 95.3% 105.7% 99.2% 95.3% 94.5% 99.9%



本市における直近診療分における医療費等の状況

単位：件、円、日

※%：令和５年度（3～2月診療分）との比較

出典：淡海ヒューマンネット （医療費統計・分析システム） 17

令和６年度（3～2月診療分）
医科・入院外分

被保険者数
（人）

件数 日数 費用額 受診率
１件当たり
日数

１日当たり
費用額

１件当たり
費用額

１人当たり
費用額

悪性新生物
6,465 2,161 3,510 223,997,510 33.426 1.62 63,817 103,655 34,648

95.4% 101.3% 102.8% 111.8% 106.2% 101.5% 108.7% 110.4% 117.2%

糖尿病
6,465 3,244 3,916 54,987,110 50.178 1.21 14,042 16,950 8,505

95.4% 88.7% 84.5% 86.3% 93.0% 95.2% 102.1% 97.2% 90.4%

精神疾患
6,465 3,707 5,134 39,360,630 57.340 1.38 7,667 10,618 6,088

95.4% 94.9% 92.2% 83.1% 99.4% 97.2% 90.1% 87.6% 87.0%

高血圧性疾
患

6,465 10,053 11,618 103,714,990 155.499 1.16 8,927 10,317 16,043

95.4% 90.4% 88.7% 89.1% 94.7% 98.1% 100.5% 98.6% 93.4%

虚血性心疾
患

6,465 865 1,149 17,609,830 13.380 1.33 15,326 20,358 2,724

95.4% 122.3% 118.0% 138.0% 128.2% 96.4% 117.0% 112.8% 144.7%

脳血管疾患
6,465 789 1,146 12,208,320 12.204 1.45 10,653 15,473 1,888

95.4% 96.2% 88.3% 94.5% 100.8% 91.8% 107.0% 98.2% 99.0%

消化器系
6,465 1,319 1,660 17,200,280 20.402 1.26 10,362 13,040 2,661

95.4% 95.4% 96.2% 101.2% 100.0% 100.8% 105.2% 106.1% 106.1%

筋骨格系の
疾患

6,465 6,118 11,552 67,837,790 94.633 1.89 5,872 11,088 10,493

95.4% 88.8% 81.5% 88.5% 93.1% 91.8% 108.5% 99.6% 92.7%

その他の疾
患

6,465 30,146 40,481 456,369,440 466.295 1.34 11,274 15,139 70,591

95.4% 99.1% 98.8% 101.8% 103.8% 99.7% 103.0% 102.7% 106.7%

総計
6,465 58,402 80,166 993,285,900 903.357 1.37 12,390 17,008 153,641

95.4% 95.7% 93.4% 99.8% 100.3% 97.6% 106.9% 104.3% 104.6%



【概説】

・国保被保険者の年齢構成の
変化（団塊世代の75歳到達）の
影響等から、特別徴収の対象者
が減少し、収納率が令和５年度
に比べ0.12%減となった。

18

本市における国民健康保険税の収納状況
【現年度分】

【滞納繰越分】

単位：万円

① 国民健康保険を取り巻く環境
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ここまでの説明の整理

（１） 医療保険制度を取り巻く現状

・ 増大する医療費 （国民医療費 48.0兆円(令和５年度））

・ 少子高齢化の進展による現役世代の負担増

（２） 国保の構造的な課題

・ 年齢構成が高く、医療費水準が高い（全体の約半分は前期高齢者）

・ 小規模保険者の増加 （滋賀県国保被保険者数 ３０万人（H29)⇒23万人（R７.3末））

国保を取り巻く現状

医療費の増加、少子高齢化の進展等により小規模保険者では単独での財政運営困難

国保制度改革

（１） 国の財政支援の拡充

・ 毎年3,400億円 （低所得者対策、保険者努力支援制度 等）

（２） 県が財政運営の責任主体

・ 保険給付費に必要な費用を県が全額交付 ⇔ 市町は納付金を納付

「大きな財布」を設け県が財政運営を担うことで、国保制度を安定化 19



② 国民健康保険制度改革について

20



支出

保険給付費に必要な費用
を全額、市町村へ交付

保険税（料） 保険給付費

支出

保険税（料） 保険給付費

納付金 交付金

都道府県の国保特別会計

市町村の

国保特別会計

Ａ市

公費

・国庫負担金
・保険税（料）軽減

等

収入

公費

・保険税（料）軽減
等

公費

・国庫負担金
等

収入

収入

Ａ市

市町村が個別に
財政運営

NEW！

NEW！

都道府県が
財政運営主体

納付金の財源

（～H29) （H30～)

改革後の国保財政の仕組み

改革前 改革後

NEW！

市町村の

国保特別会計

被保険者 被保険者

支出

21

② 国民健康保険制度改革について

後
期
支
援
金

介
護
納
付
金



必要
保険料総額

納付金・標準保険料率の算定方法（令和６年度～）

同じ負担能力の市町
であれば同じ保険料

納付金算定

県全体の
納付金

算定
納付金

（共通経費）

医療給付費

等

（共通財源）

＋ −

国公費
等

按分基準
① 所得金額
② 被保険者数
③ 世帯数
④ 収納率

個別経費 収納率

県全体の
納付金

標準保険料算定

個別財源
（徴収ベース）

統一標準
保険料総額

（賦課ベース）

納付金

（＝算定納付金）

◎ 負担能力以外の差が
生じないように調整

負担能力に応じた負担能力に応じた

納付金

負担能力に応じた

【目指すべき基準】

① 県全体の
納付金を算

出

② 市町へ負担能
力のみに応じて

按分

③ 市町個別の調整
（標準保険料） ④ 収納率で割り戻し

22



【参考】標準保険料率とは 標準保険料率算定

標準保険料総額を市町ごとの賦課割合に基づき、所得割・均等割・平等割に
按分し、市町ごとの所得金額等で除することで標準保険料率を算定する。

所得割総額 平等割総額均等割総額

応益割応能割

標準保険料（総額）
※市町ごとの賦課割合により按分

※市町村算定方式（３方式）の場合 （４方式でも考え方は同じ）

所得総額 被保険者数 世帯数

所得割率 均等割額 平等割額
23



【平成27年度】
〇保険料の県内の統一は基本的な考え ⇒H27.8.4 首長会議 出席市長発言

【平成28年度】
〇将来的には保険料水準を統一することについて概ね合意

【平成29年度】
〇保険料水準の統一は、令和６年度以降出来るだけ早い時期を目指す。
〇平成30年度から医療費を各市町で支え合う。

国保改革（平成30年度）以前

〇保険料水準の統一は、令和６年度以降出来るだけ早い時期を目指す。
〇医療費は県全体で支え合う。（市町ごとの医療費水準は納付金算定に反映させない。）

(H29.8.31策定)

〇保険料水準の統一は、令和６年度以降出来るだけ早い時期を目指す。（←第１期から変えない）
〇市町ごとの収納率の差は県全体で支え合う。（市町ごとの収納率を納付金算定に反映させる。）
〇県全体で支え合う経費（Ex.出産育児一時金）や分かち合う公費（Ex.保険基盤安定制度（保険者支援））を拡大する。

(R2.12.28策定)

これまでの経緯

第１期運営方針（平成30年度～令和２年度）

第２期運営方針（令和３年度～令和５年度）

被保険者の負担の
公平化を目指して…

被保険者の負担の公平化
を更に進めるために…

24

（参考）国民健康保険運営方針とは
①策定の目的 県が、市町とともに行う国民健康保険の安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、県内の統一的な運営方針を定め、

市町が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進
②策定の根拠 国民健康保険法第82条の2
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保険料水準の統一を目指す目的

保険料水準の統一を目指す目的

県内市町の支え合いを強化し、「保険料負担と給付の公平化」を実現すること

Ａ市

Ｂ市

Ｃ市

Ｄ町

保険料水準の統一をしない

・ 市町間格差の拡大

・ 保険税（料）急増リスク高
（小規模保険者ほど高い）

Ａ市
Ｂ市

Ｄ町Ｃ市

保険料水準の統一をする

滋賀県

・ 市町間格差なし

・ 保険税（料）急増リスク低
（医療費の支え合い等）

支え合い

支え合い支え合い

支え合い

滋賀県

滋賀県が目指す国保

「給付と負担の公平化」を実現
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保険料水準の統一を目指す目的

市町間格差を無くし、被保険者の負担を公平化

Ａ
市

Ｂ
市

Ｃ
市

Ｄ
町

保
険
税
（料
）（モ
デ
ル
世
帯
）

高

低

保
険
税
（料
）（モ
デ
ル
世
帯
）

高

低

保
険
料
水
準
の
統
一
を
し
な
い

市町間格差があり、県内で被保険者

の負担が異なる（格差はなくならない）

19
市
町

同一

市町間格差がなくなり、県内の

被保険者の負担が公平化される

保険料急増リスクを抑制し、更なる国保財政の安定化

医療費急増による保険料急増リス

クがある（特に小規模保険者）

医療費を県全体で支え合うことで、

保険料を平準化し、財政を安定化

Ｄ
町

医
療
費

年度

高額医療
費発生

Ｄ
町保

険
税
（料
）

（納
付
金
）

年度

（後年度の）
保険税（料）が急増

医
療
費

（19
市
町
）

年度

Ｄ町医療費含む

保
険
税
（料
）

（納
付
金
）

年度

19
市
町

保険税（料）を
平準化
（Ｄ町の医療費水
準は反映しない）

Ｄ
町

医療費は県全
体で支え合い

滋賀県が目指す国保

滋賀県が目指す国保

保
険
料
水
準
の
統
一
を
し
な
い

保
険
料
水
準
の
統
一
を
す
る

保
険
料
水
準
の
統
一
を
す
る
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国民健康保険の財政安定化に向けて

各市町が保険料水準の統一に向けて、市町基金等を活用していくことを想定し、市町基

金等がなくても財政が不安定にならないような制度づくりを検討していく。（納付金の精算制度等）

高

低

市町
基金

等

標準
保険料

市町
保険料

残高

活用
（取崩）

市町
基金等

統一するまでの間の市町財政
対応

市
町
保
険
税
（料
）の
立
ち
位
置
が

低
い
場
合
、
基
金
等
を
活
用
し
て
財

政
対
応
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、

基
金
等
残
高
は
減
小
し
て
い
く

統一年度以降、市町
基金がなくても、財政
が不安定にならない
仕組みづくりを検討

統一標準保険料への推移（イメージ）

令和６年度 令和９年度 令和12年度

（県）
標準保険料

（Ａ市）
保険税（料）

（B町）
保険税（料）

（円）

（年度）移行期間（１１年度まで設ける）

保
険
料
水
準
の
統
一

時
期
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110,247円

119,227円

117,642円

107,851円

110,793円

124,498円

132,651円

135,070円

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

滋賀県における一人当たり標準保険料の推移（円）

（本算定）

単年度伸び率
(H30→R７(本））

2.94%

⇒県では、第３期国保運営方針（令和６年３月策定）において、前期高齢者交付金
の変動リスク等を抑制するため、基金への計画的な積立を検討するとされている。

【参考】一人当たり標準保険料（年額）の推移

国保運営の状況

前期高齢
者交付金

の増

県基金等
約22億円活

用

前期高齢者交
付金の減

29



標

県財政安定化基金

積立財源

計画的な
積立 取崩

減小対策

急増対策

（１）県財政安定化基金への計画的な積立

（２）前期高齢者交付金の精算分等の取扱い

標準保険料
の平準化

対策なし対策あり

前
期
高
齢
者
交
付
金

一部留保

交
付
額
大

交
付
額
小

年度間
調整

標準保険料の平準化に係る対策

（１） 県財政安定化基金への計画的な積立 … 標準保険料の急増（↗）対策

（２） 前期高齢者交付金の精算分等の取扱い … 標準保険料の減小（↘）対策
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Ｅ -8,612

Ｄ -8,402

Ｍ -12,499

Ｇ -9,915 
Ｈ -10,073 

Ｊ -11,355 
Ｉ -10,078 

Ｂ -7,069 

Ｏ -16,266 

Ｋ -12,030 

Ｎ -14,768

米原市 -13,533

Ｆ -9,497 

Ｃ -7,663

Ｑ -22,750

Ｐ -17,899

Ｌ -12,264 

Ｒ -25,038 

Ａ 2,061 

-26,000

-23,000

-20,000

-17,000

-14,000

-11,000

-8,000

-5,000

-2,000

1,000

令和７年度 一人当たり統一標準保険料

市
町
保
険
税
（料
）の
立
ち
位
置

（円）
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●本市では令和５年度、６年度、７年
度に保険税率を引き上げましたが、県
が定める令和７年度標準保険料（統一
ベース）に比べると13,533円乖離して
います。

（参考）保険料水準の統一に向けた市町保険税（料）の立ち位置

令和７年度
一人当たり保険税（料）



令和７年度保険税率は、県が示した標準保険料率と現行税率の乖離幅を国民健康保険事業基金で調整し、令和６年度の
一人当たり保険税の見込みに対して5.3％の伸びとなるよう税率を引上げました。

今後の方向性（本市における基金等活用による保険税率の調整）

令和５年度および令和６年度は、県
の剰余金や市の基金活用等により、
１人当たり税額を引き下げていま
す。

統一

※本資料は本市における令和７年度当初予算ベースで作成しています。前ページの保険税額とは集計時点が異なるため一部数値が異なります。

保険料水準
の統一
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【参考】米原市の国民健康保険税率の推移

33

医療分 後期支援分 介護分 備考

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

平等割（特
定世帯）
（円）

平等割（特
定継続世
帯）（円）

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

平等割（特
定世帯）
（円）

平等割（特
定継続世
帯）（円）

所得割
（％）

資産割
（％）

均等割
（円）

平等割
（円）

税率改定を
実施

令和７年度 6.39 27,500 18,600 9,300 13,950 2.8 11,900 8,000 4,000 6,000 2.36 12,100 6,000 ○

令和６年度 6.04 25,600 17,700 8,850 13,275 2.67 11,000 7,600 3,800 5,700 2.30 11,800 5,800 ○

令和５年度 5.78 24,300 16,500 8,250 12,375 2.48 10,100 7,000 3,500 5,250 2.29 11,800 5,900 ○

令和４年度 5.45 22,400 16,000 8,000 12,000 2.45 9,900 7,000 3,500 5,250 2.19 11,400 5,700

令和３年度 5.45 22,400 16,000 8,000 12,000 2.45 9,900 7,000 3,500 5,250 2.19 11,400 5,700 ○

令和２年度 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700

令和元年度（平成31年度） 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700

平成30年度 6.36 25,900 19,100 9,550 14,325 2.18 9,000 6,600 3,300 4,950 1.90 10,000 4,700 ○

平成29年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成28年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成27年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成26年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成25年度 6.90 26,900 21,600 10,800 16,200 2.80 9,000 7,200 3,600 5,400 2.00 9,200 5,000

平成24年度 6.90 26,900 21,600 10,800 2.80 9,000 7,200 3,600 2.00 9,200 5,000 ○

平成23年度 6.70 8.40 24,300 19,800 9,900 2.30 2.80 8,100 6,600 3,300 1.80 2.50 8,200 4,500 ○

平成22年度 5.20 13.60 23,700 19,700 9,850 2.00 5.10 8,400 7,000 3,500 1.50 4.90 8,600 4,700 ○

平成21年度 3.90 21.00 20,500 15,700 7,850 1.60 6.00 7,700 5,800 2,900 1.20 8.00 8,500 4,600

平成20年度 3.90 21.00 20,500 15,700 7,850 1.60 6.00 7,700 5,800 2,900 1.20 8.00 8,500 4,600

令和７年度本算定 7.54 32,399 21,966 10,983 16,475 2.8 11,881 8,055 4,028 6,041 2.36 12,063 6,026



子ども・子育て支援金制度について

子ども・子育て政策を強化する財源を賄うため、医療保険者が被保険者から徴収

する「子ども・子育て支援納付金」が創設される。（令和８年４月１日施行（予定））

→円滑な制度施行に向けて、国の動向を注視ながら調整を進める。

〇 保険料（納付金）の区分に、「子ども・子育て支援納付金」を創設

〇 制度の仕組みは現行の介護納付金や後期高齢者医療支援金と同様の方法

医療分 後期分 介護分 子ども分
保険料

（納付金）

NEW

〇 従来の制度（低所得者軽減、賦課限度額）を踏襲

〇 新たな軽減として、子ども・子育て支援金制度にかかる18歳未満の均等割額の
全額を軽減

制度の概要

〇 賦課方式の区分に、「18歳以上均等割」を創設

所得割
18歳以上
均等割

均等割 平等割

NEW（従来の３方式の場合）
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【参考】子ども・子育て支援金制度について
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約3,400億円の公
費により、被保険者
一人当たり
10,000円の保険
税（料）を抑制
〈平成３０年度現在〉

【参考】国保改革後の財政について

未就学児の均等割保険税（料）の５割を公費により軽減【財源内訳：国１/２、県１/４、市町村１/４】

３ 産前産後保険税（料）軽減制度の導入
出産被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割、均等割保険税（料）を公費により軽減【財源内訳：国１/２、県１/４、市町村１/４】

２ 子ども均等割軽減制度の導入 〈令和４年度～〉

〈令和５年度～〉

４ その他（今後の主な制度改革等の見込み）
○１８歳未満までの子どもの医療費助成に係る公費の減額調整の廃止〈令和６年度～〉
○子ども・子育て支援金制度を導入し、保険者が支援金を徴収する方向で調整中〈令和８年度以降〉

※滋賀県健康医療福祉部医療保険課の資料から一部抜粋、引用

１ 国保改革による公費拡充

2019年度～2023年度は910億円



財政安定化支援事業（国）

50％ 50％

（９％）

国調整交付金

（32％）

定率国庫負担

納付金（保険税（料））

都道府県
繰入金

（９％）

前期高齢者
交付金

高額医療費負担金（国・県）

特別高額医療費共同事業（国）

保険者努力支援制度（国）

子ども保険税（料）軽減制度（国・県・市）

保険者支援制度（国・県・市）

保険税（料）軽減制度（県・市）

産前産後保険税（料）免除制度（国・県・市）

【国民健康保険に係る医療費の財源】

37

保険給付に必要な費用について、前期高齢者交付金を除いた２分の１を、国・県からの負
担金等で賄い、各種軽減制度等による軽減後の費用を市町村からの納付金（保険税（料））
で賄っている。

国保財政の状況



（令和４年12月末時点）

【参考】短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

（１）週労働時間20時間以上
（２）月額賃金8.8万円以上（年収
換算で約106万円以上）
（３）勤務期間１年以上見込
（４）学生は適用除外
（５）従業員数500人超の企業等

平成28年（2016年）10月～

500人超の企業等で月額賃
金8.8万円以上等の要件を
満たす短時間労働者に適
用拡大

平成29年（2017年）４月～

500人以下の企業等で労
使の合意に基づき、企業
単位で短時間労働者へ
の適用拡大を可能に

令和４年（2022
年）10月～

101人以上の企業
等に適用拡大

令和６年（2024
年）10月～

51人以上の企業
等に適用拡大

左記（３）の勤務期間
要件を撤廃（フルタイ
ム被保険者と同様に２
か月超の要件を適用）

※左記（１）、（４）の要件は変更なし

対象者数 約79万人

出典元 令和５年６月19日、令和６年11月25日付
国保実務、令和７年２月20日付国保新聞

※国・地方公共団体は、規
模に関わらず適用

（国推計）

対象者数 約20万人

今後の検討

左記（２）の年収要件
は法の公布日から３
年以内に政令で定め
る日に廃止予定

※５人以上の個人事業所の非適用業種の解消は、新規事業所の施行時期を11年10月と予定（既存事業所は期限を定めず、施行状況も踏まえて検討）
出典元：令和7年２月20日付 国保新聞

左記（５）の従業員数
要件を緩和予定
（R９.10～従業員数35超、
R11.10～20人超、R14.10
～10人超、R17.10月～10
人以下） 出典元：令和7年
２月20日付 国保新聞

【参考】短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の概要

⇒ 今後も、国民健康保険の加入者は、減少傾向が継続する見込み。
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